
渋川駅前広場利活用モデル創出事業補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 市は、渋川駅前の活性化及び魅力向上を目的として、駅前の新

たな魅力やにぎわいを創出するための各種イベントを試験的に行うと

ともに、その事業効果の検証を行う者に対し、予算の範囲内において

補助金を交付する。

（補助対象事業等）

第２条 補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）、補

助の対象となる者（以下「補助対象者」という。）、補助の対象とな

る経費（以下「補助対象経費」という。）及び補助金の額は、別表の

とおりとする。

附 則

この要綱は、令和６年５月１日から施行する。

別表（第２条関係）

項 目 内 容

補助対象事業

渋川駅前広場利活用モデル創出事業選定委員会に選

定され、その計画時において、多数の集客が見込まれ

るイベントであって、渋川駅前の新たな魅力やにぎわ

いを創出するとともに、その事業効果を検証するも

の。ただし、次に掲げるものは除く。

（１） 政治及び宗教活動を目的とするもの

（２） 参加者を特定の要件で限定するもの

（３） 本市の他の補助金を受けているもの

補助対象者

補助対象事業を実施する団体（法人格の有無を問わ

ず、学生や市民等で構成された団体、グループ等を含

む。）で、次に掲げる条件の全てに該当する者とする

。

（１） 公序良俗に反する活動を行う者でないこと

。

（２） 構成員が３人以上であること。

（３） 渋川市暴力団排除条例（平成２４年渋川市

条例第３０号）第２条第１号に規定する暴力団又

は同条第２号に規定する暴力団員でないこと。

補助対象経費
補助対象事業に要する経費。ただし、次に掲げる経

費を除く。



（１） 交際費（慶弔費を含む。）

（２） 団体の構成員の飲食に要する経費

（３） 備品購入費

（４） 証拠書類により補助対象者が支払ったこと

を確認することができない経費

（５） その他補助対象事業に要する経費として市

長が不適当と認めた経費

補助金の額

補助対象経費から他の公共的団体等の補助金及びそ

の他の収入を差し引いた金額に１０分の１０を乗じて

得た額とし、１つの補助対象事業につき、３００千円

を限度とする。


